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令和４年第７回公安委員会会議録

自午後 １時３０分
日 時 ３月２４日（木曜日） 場 所 公安委員会室

至午後 ５時１０分

公安委員 下山委員長 高木委員 小野委員 廣塚委員 宮尾委員
会 議

本部長 警務部長 生活安全部長 刑事部長
出席者 警察職員

交通部長 警備部長 情報通信部長 首席監察官

第１ 聴聞等についての決裁
運転免許課長から、聴聞１１件、意見の聴取２２件について説明があり、決裁が行

われた。

第２ 定例会議
１ 警察官Ａ及び警察行政採用試験の実施について
(1) 警察官Ａ
ア 申込受付期間 【男性（過去５年間 】）

令和４年４月２１日（木）から
令和４年５月１３日（金）までの間

イ 第１次試験日
令和４年７月１０日（日）

ウ 採用予定人員
○ 男性３４人程度（前年比－９人）
○ 女性１０人程度（前年比－８人）

(2) 警察行政
ア 申込受付期間 【女性（過去５年間 】）

令和４年４月２１日（木）から
令和４年５月８日（日）までの間

イ 第１次試験日
令和４年６月１９日（日）

ウ 採用予定人員
６人程度

（前年比±０人）
(3) 採用募集活動の概要
ア ＳＮＳ等による情報発信

県警察採用係のInstagram、LINE等 【警察行政（過去５年間 】）
により採用情報等を発信

イ 業務説明会等の実施

【委員からの質問等】
○ 委員から 「警察官Ａの採用予定人員が前年比で減少しているが、退職者数に、
応じたものなのか」旨の質問があり、警察側から「採用予定人員は、退職者の人
数に応じて決定している。今回は、近年、警察官Ａ（大卒程度）の倍率が低く警
察官Ｂ（高卒程度）の倍率が高くなっていることから、今後実施される警察官Ｂ
の募集人員を若干増やしている」旨の説明があった。

○ 委員から 「採用募集活動の取組の中で、現職の警察官から直接話を聞けるよ、
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うな機会はあるのか」旨の質問があり、警察側から「若手警察官を中心にリクル
ートチームを結成しており、直接対話できる機会を積極的に作っていきたい」旨
の説明があった。

２ 「令和４年度熊本県警察職員任命式及び初任科入校式」の実施について
(1) 入校生（予定）

初任科第３１３期短期課程生 ４６人（男性３５人、女性１１人）
同 長期課程生 ４１人（男性３１人、女性１０人）

一般職員初任科第３７期生 １０人（男性 ２人、女性 ８人）
合計 ９７人（男性６８人、女性２９人）

(2) 開催概要
ア 日時・場所

令和４年４月５日（火）午前１０時３０分から（１時間程度）
熊本県警察学校 体育館

イ 来賓
熊本県知事、熊本県警察官友の会会長

ウ 警察関係出席者
熊本県公安委員会委員長、本部長、警務部長、生活安全部長及び校長以下教職員

エ 式次第
１．開式
２．国歌演奏
３．辞令交付
４．学生代表宣誓
５．本部長訓示
６．校長式辞
７．熊本県公安委員会委員長告辞
８．熊本県知事祝辞
９．記念品贈呈（熊本県警察官友の会会長）
10．校歌演奏
11．閉式

(3) その他
ア 入寮日

４月１日（金）
イ 入校生家族の出席

学生１人につき家族２人を上限に参加予定
（１人が会場内、１人が別室（校舎内）からリモート視聴）

ウ 今後の予定
一般職員約１か月、短期課程生約６か月、長期課程生約１０か月の教養を経

て卒業配置予定

【委員からの質問等】
○ 委員から 「入校式には家族を始め多くの人に参加していただきたいと思うの、
で、今回、家族が参加でき良かったと思う」旨の意見があった。

３ 令和３年度の総合監察実施結果及び令和４年度の監察実施計画について
(1) 監察の目的

非違事案につながりやすい業務について必要な改善を行うとともに、働きやす
い職場環境の構築を行い、警察の組織的かつ能率的な運営及び規律の保持に資す
ることを目的とするもの。

(2) 令和３年度の総合監察実施結果について
昨年５月から１２月までの間、県下２３警察署に対する総合監察を実施した結

果、他所属の模範となる大変良好な取組が多く認められた一方、改善を要する事
項等として指摘・指導を行った項目が複数認められた。
要改善事項と認めた要因として「担当職員の基本の不知や認識不足によるも

の 「担当課・係全体の業務遂行に対する意識不足によるもの 「幹部のチェ」、 」、
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ック機能が十分に働いていないもの」等が挙げられた。
今回の結果を業務改善の機会と捉え、各所属における業務改善を図ったところ

であり、引き続き、非違事案等の未然防止に努める必要がある。
※ 主な実施結果は、別紙１のとおり

(3) 令和４年度の監察実施計画について
ア 総合監察

「総合監察実施計画」に基づき、監察官及び各業務主管課が２３警察署に赴
き、業務及び服務に関する書類や装備資機材の目視確認、個々職員に対する質
問等を行う方法により監察を実施する。
※ 令和４年度総合監察実施計画は、別紙２のとおり

(ｱ) 実施項目
共通項目及び各部項目として２２項目を設定

(ｲ) 実施対象
県下２３警察署

(ｳ) 実施期間
令和４年５月から１２月までの間

イ 随時監察
警察の能率的な運営や規律の保持のため、随時の時期に監察官が抜き打ちで

行う方法により監察を実施する。
(4) 参考

上記のほか、令和４年度中に警察庁が行う監察（１回）及び九州管区警察局が
行う監察（３回）を受監する予定である。

【委員からの質問等】
○ 委員から 「総合監察と随時監察を使い分けているのはなぜか」旨の質問があ、
り、警察側から 「総合監察では限られた時間の中で多くの項目を効率的に確実、
にチェックするため、計画的に実施する必要があり、さらに、計画的に実施する
ことで監察を受ける側も改めて業務をチェックすることができる。一方、抜き打
ちで実施される随時監察がなければ緊張感がなくなるので、それぞれの使い分け
で実施している」旨の説明があった。

○ 委員から 「総合監察の実施対象は県下２３警察署となっているが、警察本部、
の監察は実施しないのか」旨の質問があり、警察側から「総合監察は、本部の各
業務主管課が警察署の各部門の業務の実施状況をチェックするもので、本部を対

。 、 、象とするものではない 非違事案に陥りやすい業務については 各業務主管課が
警察本部内の各所属に対しても、情報セキュリティ監査、会計監査等を随時に実
施している」旨の説明があった。

○ 委員から 「監察の結果については 『他山の石』とする必要があると思うが、、 、
どのように職員に周知しているのか」旨の質問があり、警察側から「監察での指
摘事項を具体的に記載した結果を全体に通知している。また、指摘事項に対して
良い改善策がなされていれば、良い施策として紹介している」旨の説明がなされ
た。

４ 令和４年春の全国交通安全運動及び令和４年第２四半期における交通対策の実施
について
(1) 令和４年春の全国交通安全運動について
ア 期間

令和４年４月６日（水）から同年４月１５日（金）までの１０日間
イ 主唱

熊本県交通安全推進連盟
ウ 運動の重点
(ｱ) 子供を始めとする歩行者の安全確保
(ｲ) 歩行者保護や飲酒運転根絶等の安全運転意識の向上
(ｳ) 自転車の交通ルール遵守の徹底と安全確保
エ 主要行事
(ｱ) 出発式
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○日時
令和４年４月６日（水）午前９時３０分から

○場所
熊本県庁プロムナード（※雨天時は、新館１階県民の広場）

○出席者
熊本県知事、熊本市長、公安委員長、警察本部長、交通関係団体の長など

(ｲ) 交通事故死ゼロを目指す日
令和４年４月１０日（日）

(ｳ) その他
各署のキャンペーン等については、別紙のとおり

(2) 令和４年第２四半期における交通対策『スリー作戦』の実施について
ア 目的

過去の第２四半期（４月から６月）における交通事故の特徴を分析し、その
結果に基づく重点を指向した先行対策を講じることにより、交通死亡事故を抑
止することを目的とする。

イ 重点対策（スリー作戦）の柱
(ｱ) 「子どもを交通事故から守る対策」
(ｲ) 「歩行者保護対策」
(ｳ) 「高齢者の交通事故防止対策」

【委員からの質問等】
○ 委員から 「後部座席のシートベルト着用率が、熊本は全国平均よりも低いと、

。 」 。いうニュースを見た 指導・啓発活動を引き続きお願いする 旨の意見があった
○ 委員から 「新学期が始まるが、中高生に対して、保護者も参加される入学式、
などの機会に、自転車の運転ルール、自転車事故の状況、自転車保険の義務化な
どの話をしていただきたい」旨の意見があった。

第３ 報告・決裁等
１ ストーカー規制法に基づく禁止命令等の実施状況についての報告

人身安全対策課長から報告が行われた。
２ 援助要求についての決裁

警備第二課長から説明があり、決裁が行われた。
３ 熊本県道路交通規則の一部改正についての決裁

交通規制課長から説明があり、決裁が行われた。
４ 事務専決規則の一部改正についての決裁

生活環境課長から説明があり、決裁が行われた
５ インターネット異性紹介業に係る処分基準の一部改正についての決裁

生活環境課長から説明があり、決裁が行われた
６ 立入検査実施規程の廃止についての決裁

生活環境課長から説明があり、決裁が行われた。
７ 熊本県監査委員による令和３年度第４次定期監査の結果に対する措置状況の通知
についての決裁
会計課会計監査室室長から説明があり、決裁が行われた。

８ 令和４年第６回公安委員会会議録の決裁
公安委員会事務室から説明があり、決裁が行われた。

９ 苦情(R4№3)受理の報告
公安委員会事務室から報告が行われた。

10 苦情(R4№4)受理の報告
公安委員会事務室から報告が行われた。

11 意見・要望（R4.№8）受理の報告・決裁
公安委員会事務室から説明があり、決裁が行われた。

12 意見・要望（R4.№9）受理の報告・決裁
公安委員会事務室から説明があり、決裁が行われた。

13 審査請求(R4№1)弁明書の報告
公安委員会事務室から報告が行われた。
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14 審査請求(R3№6)反論書受理の報告
公安委員会事務室から報告が行われた。

15 第37回九州管区内公安委員会連絡会議のテーマの選定
公安委員会事務室から説明があり、テーマの選定が行われた。

16 第109回16都道府県公安委員連絡会議資料の報告
公安委員会事務室から報告が行われた。


